
講師派遣等に関するフローチャート

※ 講師派遣及び資機材の貸し出しが必要な場合は、開催日の

30日以上前に提出していただきますようお願いいたします。

訓練内容は計画されましたか？

いいえ

はい 総務課防災対策室（☎ 53-6880）へ相談

（ 市ホームページに参考資料掲載あり ）

講師派遣や資機材の貸し出しは必要ですか？

はい いいえ

訓練実施へ

講師派遣等願いは作成されましたか？

はい いいえ

講師派遣願作成

（ 市ホームページからダウンロード可能 ）

派遣要請は消防職員または団員、消防資機材

のみですか？

はい いいえ

各消防署所 総務課防災対策室

消防本部消防課 総務課防災対策室

派遣・貸出
可否を確認

派遣可能の場合は「承諾書」を、派遣できない場合は

「不受理」の通知文書を送付します。

町会・自主防災組織
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